
アキレス調達基本方針

基本方針
１．公正・透明な取引
２．企業倫理および関連法令の遵守
３．環境への配慮、保安防災への取り組み
４．人権尊重、児童労働・強制労働の禁止、労働・安全

衛生の配慮
５．製品・サービスの安全性・品質の確保
６．個人情報・製品情報を含む情報セキュリティの維持・

推進
７．お取引先様との共存共栄
８．お取引先様の知的財産・資産等の適正管理
９．紛争鉱物※問題への対応

お取引先様の選定方針
１．経営状態が健全であること。
２．安定供給力と生産変動への柔軟な対応力があること。
３．左記基本方針を含め社会的要請に配慮する取り組み

を行っていること。
４．価格・品質・納期・技術力・サービスのレベルが適

正であること。

※ その採掘や取引が武装集団の資金源となり紛争を助⾧、あるいは人権侵害、労働問題などに密接に関連している鉱物。2010年7月に
米国で成立した「金融規制改革法」において、コンゴ民主共和国および隣国において産出される鉱物のうち、タンタル、錫、金、タ
ングステン、そのほか国務省が判断する鉱物が紛争鉱物とされました。また米国上場企業に対し、紛争鉱物を使用する場合は米国証
券取引委員会（SEC）に報告することが義務付けられました。
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コンゴ民主共和国（DRC）とその周辺国や紛争地域及び高リスク地域において、武装勢力の資金源となる鉱物（タンタル、錫、タング
ステン、金）を製品には使用しません。これら鉱物が含有する可能性がある材料などを調達する場合は、事前に調査を行い武装勢力の
関係者から調達されたものでないことを確認します。当社が調達する原材料などにこれらの鉱物が含まれていると判明した場合、調達
先であるお取引先様と協議の上、直ちにその調達を中止するなど適正に対処します。但し、同地域において武装勢力の資金源などに
なっていない適法に取引されたことが確認できた鉱物は使用します。


